
　

（昼　間）

 

  

（夜　間）

（別紙１）

（休止中）
西淀搬入台数の60％を舞洲へ

鶴見搬入台数の50％を平野へ

舞洲搬入台数の20％を住之江へ

西淀搬入台数の40％を舞洲へ

工場間振替表

東淀搬入台数の50％を西淀へ 鶴見搬入台数の40 ％を東淀へ

（休止中）

平野搬入台数の20％を住之江へ

鶴見搬入台数の60％を平野へ

舞洲搬入台数の20％を住之江へ

平野搬入台数の50％を住之江へ

東淀搬入台数の70％を西淀へ 鶴見搬入台数の50 ％を東淀へ

鶴見

八尾

平野

舞洲

西淀

鶴見西淀

舞洲

住之江

東淀

東淀

八尾

住之江

平野



（別紙２）

様

昼

夜

昼

夜

昼

夜

昼

夜

昼

夜

昼

夜

昼

夜

昼

夜

昼

夜

昼

夜

現行搬入回数ベース 変更後搬入回数ベース

基本搬入回数変更通知書（案）

（許可番号）

（許可業者名） （代表者名）

（単位：回）

04　鶴見

03　西淀

07　平野

05　八尾

13　住之江

09　東淀

16　舞洲

此花

福島

高速

＊表中の現行搬入回数ベースは令和４年８月前半の回数であり、令和５年３月に通知する搬入

回数指示書とは異なるとともに、変更後搬入回数ベースについても焼却工場の稼働状況により

異なる場合があります。

小計



大阪市長　様

◆　基本搬入回数変更内容

西淀 八尾 平野 住之江
福島 高速

昼　　間

夜　　間

処理欄

工場名 東淀
舞　　　洲 焼却工場

計
此花

基本搬入回数変更申請書（住之江工場稼働用）

（別紙３）

許可番号：

電話番号：

令和４年10月31日(月)までに一般廃棄物指導課へ提出をお願いします。

※現在の基本搬入回数から増やす場合は回数の前に＋を、
　　減らす場合は回数の前に▲を付けて下さい。
※焼却工場計が「０」になるようにして下さい。
※平野工場の昼間を増やすことはできません。

（持参以外の場合は、到着確認の連絡をお願いします。）

処理者受付日 受付者 処理日

氏 名
（法人にあっては名称及び代表者の氏名 個人にあっては屋号及び氏名）


